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新型コロナウィルスによるパンデミックはあらゆる契約に混乱をきたしている。

バイヤーやサービス業者には商品が送られず、メーカーや販売業者は製造、

配送で問題が生じ、顧客の不払いを案じている。

契約中に定義されている不可抗力条項を理解することは重要だが、加えて、統

一商事法典（UCC、Uniform Commercial Code）にも注意しなければならな

い。

詳しくは英語版をご覧ください。
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